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★キーポイント
　本件では、知財高裁において「豊岡柳」及び

「Toyooka」の文字と図形的要素からなる登録商
標が、先登録の引用商標「豊岡杞柳細工」に類
似し、被告による宣伝広告の態様などに鑑みて
出所の混同を生ずるおそれがあるとして、無効
審判の請求を棄却した審決が取り消された。
　商標登録が存続していても、その商標の使用
により出所の混同を生じるおそれがある場合に
は、不正競争防止法によって使用が禁止される
可能性もある。商標登録が得られたからと言っ
て、確実に使用する権利が保障されるわけでは
ない。出所の混同を招かないよう、常に適正な
使用が求められる。
　商標登録を受けた後の商標使用の在り方につ
いて考えさせる裁判例である。

第１　事案の概要
　本件は、商標登録無効審判の請求を不成立とした
審決に対する取消訴訟である。
１　当事者

原告（審判請求人）　兵庫県杞柳製品協同組合
被告（審判被請求人）　ＮＫ

２　本件商標及び引用商標

本件商標及び引用商標の詳細は以下のとおりで
ある。
【本件商標】

登録番号：第5431098号
出 願 日：平成22年８月12日
登録査定：同23年７月８日
登 録 日：同年８月12日
指定商品：
第18類　皮革、かばん類、袋物、携帯用化粧道

具入れ、かばん金具
商標権者：ＮＫ

【引用商標】

登 録 番 号：第5030662号（地域団体商標）
出　願　日：平成18年４月１日
登　録　日：同19年３月９日
更新登録日：同29年１月10日
指 定 商 品：
第18類　兵庫県豊岡市及び周辺地域で生産され

た杞柳細工を施したこうり
第20類　兵庫県豊岡市及び周辺地域で生産され

た杞柳細工を施した柳・籐製のかご、
兵庫県豊岡市及び周辺地域で生産され
た杞柳細工を施した柳・籐製の買い物
かご

商 標 権 者：兵庫県杞柳製品協同組合

３　審決の要旨

無効審判においては、下記の理由により、本件
商標はその商標登録を無効にすべきでないとの審
決がなされた。
①原告の登録商標（地域団体商標）（引用商標）と非

類似であって、商標法4条1項11号に該当しない、
②引用商標又は原告の業務に係る商品と混同を生ず

るおそれがあるとはいえず、15号にも該当せず、
③16号及び７号に該当するものでもない。 

４　事実関係

裁判所が認定したところによれば、本件の事実
関係は次のとおりである。
ア　原告の事業と商標について
（ア） 兵庫県豊岡市及びその周辺地域（豊岡地

方）では、古くから、地元で採れるコリヤナ
ギの枝を編んで行李等の商品（杞柳製品）を
製作する産業が行われていた。

同産業は、江戸時代に、豊岡藩の保護と助
成を受けて盛んになり、明治時代以降は、従
来から生産されていた行李のほかに、バス
ケット、手提籠等の日常生活で用いられる籠
類等を生産するようになって需要が拡大し、
日本国内だけでなく海外にも輸出され、昭和
26年には買い物籠を主とした手提げ籠の生産


